
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

お
よ
び
関
係
政
府
令
の
改
正
の
解
説
（
上
）

オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
よ
り
銀
行
と

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
等
と
の
連
携
・
協
働
を
促
進
へ
金
融
庁
　
総
務
企
画
局

企
画
課
信
用
制
度
参
事
官
室
　

課
長
補
佐
　
西
澤 

祐
樹

６
月
１
日

施
行　
　

利
用
者
か
ら
の
委
託
を
受
け
る

新
た
な
業
態
に
対
応

金
融
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
利
用

者
か
ら
の
委
託
を
受
け
、
利
用
者
と

金
融
機
関
の
間
で
サ
ー
ビ
ス
の
仲
介

を
行
う
さ
ま
ざ
ま
な
業
者
が
登
場
し

て
お
り
、
特
に
決
済
サ
ー
ビ
ス
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
改
正
前
の
銀
行
法
に
お

い
て
は
、
電
子
決
済
等
代
行
業
の
よ

う
に
、
利
用
者
か
ら
の
委
託
を
受
け
、

銀
行
と
利
用
者
と
の
間
で
サ
ー
ビ
ス

の
仲
介
を
行
う
業
に
つ
い
て
は
、
規

制
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
電
子

決
済
等
代
行
業
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
よ
う
な
リ
ス
ク
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
と
利

用
者
保
護
を
図
る
観
点
か
ら
、
電
子

決
済
等
代
行
業
者
を
対
象
と
し
た
新

た
な
法
的
枠
組
み
の
整
備
が
求
め
ら

れ
て
い
た
。

•
決
済
に
関
す
る
銀
行
シ
ス
テ
ム
に

接
続
し
て
、
銀
行
に
決
済
指
図
を
伝

達
し
、
ま
た
は
、
銀
行
か
ら
口
座
に

係
る
情
報
を
取
得
す
る
た
め
、
業
者

の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
に
問
題
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
安

定
性
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

•
利
用
者
の
決
済
指
図
が
銀
行
に
正

確
に
伝
達
さ
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
は
、

口
座
に
係
る
情
報
が
利
用
者
に
正
確

に
提
供
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
決

済
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
的
確
性
が
確

保
さ
れ
ず
、
決
済
の
安
定
性
を
害
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
。

•
利
用
者
の
口
座
等
の
認
証
情
報

（
Ｉ
Ｄ
や
パ
ス
ワ
ー
ド
）
を
預
か
り
、

利
用
者
に
成
り
代
わ
っ
て
銀
行
シ
ス

テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
、
情
報

漏
洩
や
認
証
情
報
を
悪
用
し
た
不
正

送
金
等
に
よ
り
、
利
用
者
が
不
利
益

を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

ま
た
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
か

ら
も
、
金
融
審
議
会
の
ワ
ー
キ
ン
グ

・
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、「
現
状
、

本
年
６
月
１
日
、１
９
３
回
通
常
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
﹁
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
﹂（
平
成
2₉
年

法
律
₄₉
号
。
以
下
、改
正
法
︶
お
よ
び
関
係
政
府
令
（
改
正
法
と
あ
わ
せ
以
下
、改
正
法
令
︶
が
施
行
さ
れ
た
。
改

正
法
は
、
利
用
者
保
護
を
確
保
し
つ
つ
、
金
融
機
関
と
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
等
と
の
連
携
・
協
働
（
オ
ー
プ
ン
・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
︶
を
促
進
す
る
た
め
、
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
制
度
整
備
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
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法
制
上
の
枠
組
み
が
存
在
し
な
い
こ

と
が
銀
行
と
の
連
携
・
協
働
の
妨
げ

と
な
り
、
円
滑
な
サ
ー
ビ
ス
展
開
等

の
障
害
と
な
っ
て
い
る
」
と
の
問
題

意
識
か
ら
、
法
制
度
の
整
備
を
求
め

る
声
が
上
が
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
電
子
決
済
等
代
行

業
者
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
整
備

は
、
利
用
者
サ
イ
ド
と
電
子
決
済
等

代
行
業
者
サ
イ
ド
の
双
方
か
ら
早
急

な
実
施
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
、
改
正
法
に
よ
り
、
電
子
決
済
等

代
行
業
に
係
る
制
度
が
導
入
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
（
図
表
１
）。

ま
た
、
改
正
法
に
お
い
て
は
、
新

た
な
業
態
の
出
現
に
対
応
し
、
規
制

体
系
を
設
け
て
規
律
の
対
象
と
す
る

と
い
う
従
来
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け

で
は
な
く
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者

の
接
続
先
と
な
る
銀
行
に
対
し
て
も

一
定
の
義
務
を
課
す
こ
と
で
、
銀
行

と
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
オ
ー

プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す

る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。

電
子
決
済
等
代
行
業
の

該
当
範
囲

ア
電
子
決
済
等
代
行
業
の
定
義

電
子
決
済
等
代
行
業
は
、
銀
行
法

２
条
17
項
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

同
項
１
号
に
お
い
て
は
、
預
金
者

の
委
託
を
受
け
て
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
銀

行
に
対
し
て
、
預
金
者
に
よ
る
為
替

取
引
の
指
図
や
そ
の
内
容
の
伝
達
を

行
う
、
い
わ
ゆ
る
電
子
送
金
サ
ー
ビ

ス
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

２
号
に
お
い
て
は
、
預
金
者
等
の

委
託
を
受
け
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
銀
行
か

ら
口
座
に
関
す
る
情
報
を
取
得
し
、

こ
れ
を
提
供
す
る
、
い
わ
ゆ
る
口
座

管
理
・
家
計
簿
サ
ー
ビ
ス
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
１
号
に
お
け
る
為
替
取

引
の
指
図
の
内
容
の
伝
達
に
つ
い
て

は
、
銀
行
法
に
お
い
て
、
内
閣
府
令

で
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
り
、

電
子
決
済
等
代
行
業
に
該
当
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
を
受

け
た
銀
行
法
施
行
規
則
１
条
の
３
の

４
で
は
、
事
業
者
が
為
替
取
引
に
係

る
指
図
の
内
容
（
支
払
金
額
お
よ
び

支
払
先
）
を
整
理
・
作
成
し
、
銀
行

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
に

こ
れ
ら
の
情
報
を
引
き
継
い
で
、
最

終
的
な
指
図
の
実
行
が
預
金
者
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
方
法
を
内
閣
府
令
で

定
め
る
方
法
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。

イ
適
用
除
外

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
定
義
に

該
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
も
、

利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
規
制
の
対

象
と
す
る
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い

類
型
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
内

閣
府
令
の
定
め
に
よ
り
適
用
除
外
と

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
銀
行

法
２
条
17
項
柱
書
か
っ
こ
書
）。
こ

の
規
定
を
受
け
た
銀
行
法
施
行
規
則

１
条
の
３
の
３
で
は
、
１
号
の
電
子

送
金
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
次
の
４

類
型
を
適
用
除
外
の
対
象
と
し
て
い

る
。①

預
金
者
に
よ
る
特
定
の
者
に
対
す

る
定
期
的
な
支
払
い
を
目
的
と
し
て

行
う
行
為
︵
同
条
１
号
︶

　

家
賃
や
公
共
料
金
等
の
定
期
的
な

支
払
い
を
目
的
と
し
て
行
う
行
為
が

含
ま
れ
る
。

②
預
金
者
に
よ
る
当
該
預
金
者
に
対

す
る
送
金
を
目
的
と
し
て
行
う
行
為

︵
同
条
２
号
︶

　

預
金
者
自
身
へ
の
送
金
︵
例
え
ば
、

同
一
企
業
内
の
支
店
か
ら
本
店
へ
の

送
金
︶
を
目
的
と
し
て
行
う
行
為
が

含
ま
れ
る
。

③
預
金
者
に
よ
る
国
、
地
方
公
共
団

体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法

人
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
ま
た

は
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
支

払
い
を
目
的
と
し
て
行
う
行
為
︵
同

条
３
号
︶

　

ふ
る
さ
と
納
税
や
納
付
金
等
の
支

払
い
を
目
的
と
し
て
行
う
行
為
が
含

ま
れ
る
。

④
預
金
者
に
よ
る
商
品
の
売
買
契
約

ま
た
は
役
務
の
提
供
に
係
る
契
約
の

相
手
方
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
契
約
に

係
る
債
務
の
履
行
の
み
を
目
的
と
し

て
、
当
該
相
手
方
ま
た
は
当
該
契
約

の
締
結
の
媒
介
︵
当
該
履
行
に
係
る

為
替
取
引
を
行
う
こ
と
の
指
図
︵
当

該
指
図
の
内
容
の
み
を
含
む
︶
の
伝

達
に
よ
り
行
う
媒
介
を
除
く
︶
を
業

と
す
る
者
︵
相
手
方
等
︶
が
当
該
契

約
に
基
づ
く
取
引
に
付
随
し
て
行
う

行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
に
先
立

っ
て
、
銀
行
法
２
条
17
項
１
号
の
銀

行
と
当
該
相
手
方
等
と
の
間
で
当
該

履
行
に
用
い
る
方
法
に
係
る
契
約
を

締
結
し
て
い
る
も
の
︵
同
条
４
号
︶

　

商
品
の
売
買
契
約
の
相
手
方
に
対

す
る
支
払
い
の
た
め
に
、
当
該
相
手

方
が
あ
ら
か
じ
め
銀
行
と
口
座
振
替

に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
た
う
え
で
、

そ
の
取
引
に
付
随
し
て
行
う
行
為
が

含
ま
れ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
４
類
型
に
該
当

す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
業
者
が

預
金
者
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン

キ
ン
グ
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
預
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〔図表１〕 銀行法等の一部を改正する法律の概要

背景・問題意識等

フィンテック（金融×IT）の動きが世界的規模で加速

利用者保護を確保しつつ、金融機関とフィンテック企業との
オープン・イノベーション（連携・協働による革新）を進めていくための制度的枠組みを整備

現状

顧客 金融機関

金融機関

…
…

…
…

委託

口座管理サービス

電子送金サービス

パスワード等を提供

●情報セキュリティ等、 
　利用者保護上の懸念

●法的位置付けが不安定 ●連携・協働が進みにくい

顧客の
パスワード

制度的枠組みの整備

（契約締結ないケースも）
システムに接続

支払い・送金の指示
 口座情報の取得等

（情報提供の範囲が
限定されない）

●登録制の導入
●情報の適切な管理
●業務管理体制の整備 等

●オープンAPIの体制整備に努めること
●電子決済等代行業者との
　 •連携・協働に係る方針の策定・公表
　 •接続に係る基準の策定・公表

●顧客に損失が生じた場合の両者間の責任分担ルールを策定・公表

API（Application Programming Interface）： 他のシステムの機能やデータを安全に利用するための接続方式

電子決済等代行業者
（フィンテック企業）

顧客に成り代わってアクセス

顧客 金融機関

金融機関

委託

口座管理サービス

電子送金サービス

（パスワード等は提供しない） （顧客のパスワード等は用いず）

契約締結

安全にシステムに接続

支払い・送金の指示
口座情報の取得等

（情報提供の範囲を限定）

電子決済等代行業者
（フィンテック企業）

顧客が金融機関にサービスの利用申請

接続方式の開放（オープンAPI）
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か
り
、
こ
れ
ら
を
用
い
て
ス
ク
レ
イ

ピ
ン
グ
に
よ
り
行
う
行
為
に
つ
い
て

は
適
用
除
外
と
さ
れ
な
い
こ
と
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
。

電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
は

銀
行
と
の
契
約
締
結
を
義
務
付
け

電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
す
る

規
制
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
登
録
制
の
導
入
（
銀
行
法
52
条
の

61
の
２
、
52
条
の
61
の
５
等
︶

電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
、
そ
の

業
務
に
お
い
て
、
決
済
指
図
の
内
容

を
誤
っ
て
伝
達
し
た
場
合
や
利
用
者

に
伝
達
し
た
口
座
情
報
に
誤
り
が
あ

っ
た
場
合
、
利
用
者
が
適
切
に
決
済

を
完
了
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
る
な

ど
、
決
済
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
に
悪

影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま

た
、
一
般
利
用
者
の
為
替
取
引
や
口

座
に
関
す
る
情
報
と
い
う
、
機
微
な

情
報
を
取
り
扱
う
業
務
で
も
あ
り
、

不
適
格
者
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
情
報

が
入
手
・
悪
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点

を
踏
ま
え
、
登
録
制
が
導
入
さ
れ
て

い
る
。

も
っ
と
も
、
登
録
制
の
内
容
は
相

対
的
に
軽
微
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

•
業
務
を
適
正
・
確
実
に
遂
行
す
る

た
め
に
必
要
な
財
産
的
基
礎
を
有
し

て
い
る
こ
と
。

•
業
務
を
適
正
・
確
実
に
遂
行
す
る

た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
。

•
過
去
に
銀
行
法
上
の
罰
則
を
科
さ

れ
、
ま
た
は
、
登
録
を
取
り
消
さ
れ

て
か
ら
一
定
の
期
間
が
経
過
し
て
い

な
い
者
等
の
不
適
格
者
で
は
な
い
こ

と
。な

ど
が
、
登
録
の
要
件
と
さ
れ
て

い
る
。
一
方
、
例
え
ば
、
国
内
拠
点

の
設
置
や
法
人
で
あ
る
こ
と
と
い
っ

た
要
件
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
前
記
の
「
必
要
な
財
産
的

基
礎
」
に
つ
い
て
は
、
銀
行
法
施
行

規
則
に
お
い
て
、
純
資
産
額
が
負
の

値
で
な
い
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
る

（
銀
行
法
施
行
規
則
34
条
の
64
の

６
）。

イ
銀
行
と
の
契
約
締
結
義
務
（
銀
行

法
52
条
の
61
の
1₀
等
︶

電
子
決
済
等
代
行
業
に
つ
い
て
は
、

次
の
点
等
が
業
務
の
リ
ス
ク
と
し
て

考
え
ら
れ
る
。

•
電
子
決
済
等
代
行
業
に
起
因
し
て

利
用
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

銀
行
と
電
子
決
済
等
代
行
業
者
間
の

責
任
関
係
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な

い
。

•
現
状
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に

よ
る
ス
ク
レ
イ
ピ
ン
グ
は
、
接
続
先

の
銀
行
に
無
断
で
行
わ
れ
て
い
る
も

の
が
大
半
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
に

よ
り
、
銀
行
シ
ス
テ
ム
に
予
期
せ
ぬ

負
担
を
か
け
、
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
安

定
性
が
害
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
銀
行
法
52
条
の

61
の
10
に
お
い
て
、
利
用
者
保
護
を

図
る
観
点
や
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
安
定

性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
電
子
決
済

等
代
行
業
者
が
、
電
子
決
済
等
代
行

業
に
係
る
業
務
を
利
用
者
に
提
供
す

る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
接

続
先
の
銀
行
と
の
間
で
契
約
を
締
結

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
銀
行
と
電
子
決
済
等
代

行
業
者
と
の
間
の
契
約
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
と

な
る
。

①
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
業
務
に

関
し
、
利
用
者
に
損
害
が
生
じ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
損
害
に
つ
い
て
の

銀
行
と
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の

賠
償
責
任
の
分
担
︵
銀
行
法
₅2
条
の

61
の
10
第
２
項
１
号
︶

②
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
電
子
決

済
等
代
行
業
の
業
務
に
関
し
て
取
得

し
た
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正

な
取
扱
い
お
よ
び
安
全
管
理
の
た
め

に
行
う
措
置
並
び
に
当
該
電
子
決
済

等
代
行
業
者
が
当
該
措
置
を
行
わ
な

い
場
合
に
銀
行
が
講
ず
る
こ
と
が
で

き
る
措
置
︵
同
項
２
号
︶

③
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
電
子
決

済
等
代
行
業
再
委
託
者
︵
図
表
２
︶

の
委
託
を
受
け
て
電
子
決
済
等
代
行

業
に
該
当
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に

お
い
て
、
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業

再
委
託
者
の
業
務
に
関
し
て
取
得
し

た
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な

取
扱
い
お
よ
び
安
全
管
理
の
た
め
に

電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
行
う
措
置

並
び
に
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者

が
当
該
措
置
を
行
わ
な
い
場
合
に
銀

行
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
措
置
︵
同

項
第
３
号
、
銀
行
法
施
行
規
則
第
₃4

条
の
64
の
16
︶

銀
行
と
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の

間
の
契
約
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
事
項

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
規
定
に
つ
い

て
は
、
利
用
者
保
護
を
図
り
つ
つ
、

オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促

進
す
る
と
い
う
改
正
法
の
趣
旨
を
十

分
に
踏
ま
え
た
う
え
で
、
両
者
間
に

お
い
て
適
切
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
。
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ま
た
、
銀
行
と
電
子
決
済
等
代
行

業
者
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
の
内
容

を
公
表
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
（
銀
行
法
52
条
の
61
の
10
第
３

項
）。

ウ
利
用
者
に
対
す
る
説
明
等
（
銀
行

法
52
条
の
61
の
８
）

利
用
者
が
、
電
子
決
済
等
代
行
業

者
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
か
否
か

を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
電
子
決
済

等
代
行
業
者
は
、
そ
の
判
断
材
料
と

な
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
適
切

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
電
子
決
済
等
代

行
業
者
に
対
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
先
立
っ
て
、
利
用
者
へ
の
情
報
提

供
を
義
務
付
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
、

電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
電
子
決
済

等
代
行
業
再
委
託
者
の
委
託
を
受
け

て
電
子
決
済
等
代
行
業
に
該
当
す
る

行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
電
子
決
済

等
代
行
業
再
委
託
者
ま
た
は
銀
行
を

介
し
て
行
う
こ
と
も
で
き
る
こ
と
と

し
て
い
る
（
銀
行
法
施
行
規
則
34
条

の
64
の
９
第
２
項
た
だ
し
書
）。

ま
た
、
同
様
に
、
利
用
者
保
護
の

観
点
か
ら
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者

に
対
し
、
銀
行
業
務
と
の
誤
認
防
止

の
た
め
の
情
報
提
供
、
利
用
者
に
関

す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
・
安
全

管
理
お
よ
び
業
務
を
第
三
者
に
委
託

す
る
場
合
の
的
確
遂
行
の
確
保
、
そ

の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確

保
す
る
た
め
の
措
置
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に

向
け
銀
行
に
も
求
め
ら
れ
る
措
置

改
正
法
に
お
い
て
は
、
オ
ー
プ
ン

・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
お
よ
び
オ
ー
プ

ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
の
促
進
の
観
点
も
踏
ま
え
、

銀
行
に
も
一
定
の
対
応
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

ア
銀
行
に
よ
る
基
準
の
作
成
等

銀
行
法
52
条
の
61
の
11
に
お
い
て
、

銀
行
は
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と

の
契
約
の
締
結
に
係
る
基
準
を
作
成

・
公
表
し
（
同
条
１
項
）、
こ
れ
を

満
た
す
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
つ

い
て
は
、
不
当
に
差
別
的
な
取
扱
い

を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
（
同
条
３
項
）。

そ
し
て
、
銀
行
が
作
成
す
る
基
準

に
は
、
次
の
事
項
を
含
む
必
要
が
あ

る
（
同
条
２
項
）。

①
契
約
の
相
手
方
と
な
る
電
子
決
済

等
代
行
業
者
が
電
子
決
済
等
代
行
業

の
業
務
に
関
し
て
取
得
す
る
利
用
者

〔図表２〕 電子決済等代行業再委託者

１号

委託

決済指図

委託

決済指図 決済指図

利用者 A社 B社 銀行

２号

委託

口座情報
提供

委託

口座情報
提供

口座情報
提供

利用者 A社 B社 銀行

預金者が、Ａ社に委託し、Ａ社がＢ社に再委託をして、Ｂ社が銀行に対して為替取引に係る指図の伝達を行い、ま
たはＢ社が銀行から口座情報の取得を行う場合のＡ社のこと。正確な定義については、銀行法施行規則34条の64の
９第３項を参照。
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に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
お

よ
び
安
全
管
理
の
た
め
に
行
う
べ
き

措
置
︵
同
項
、
銀
行
法
施
行
規
則
34

条
の
64
の
19
第
１
号
︶

②
契
約
の
相
手
方
と
な
る
電
子
決
済

等
代
行
業
者
が
電
子
決
済
等
代
行
業

に
係
る
業
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合

す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
整
備

す
べ
き
体
制
︵
同
条
２
号
︶

い
か
な
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者

と
連
携
・
協
働
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

各
銀
行
が
自
立
的
に
判
断
・
決
定
す

べ
き
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
令

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ

き
、
具
体
的
な
基
準
の
水
準
感
等
に

つ
い
て
示
す
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
各
銀
行
に
お
い
て
こ
れ

ら
の
事
項
を
含
む
基
準
を
作
成
す
る

際
に
は
、
利
用
者
保
護
を
図
り
つ
つ
、

オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促

進
す
る
と
い
う
改
正
法
の
趣
旨
を
十

分
に
踏
ま
え
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

イ
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
の
体
制
整
備

電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
契
約
を

締
結
し
よ
う
と
す
る
銀
行
に
つ
い
て

は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
２
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
政
令
で
定

め
る
日
ま
で
に
、
電
子
決
済
等
代
行

業
者
が
利
用
者
の
口
座
に
係
る
Ｉ
Ｄ

・
パ
ス
ワ
ー
ド
等
を
取
得
す
る
こ
と

な
く
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
こ

と
を
可
能
と
す
る
よ
う
（
す
な
わ
ち
、

ス
ク
レ
イ
ピ
ン
グ
か
ら
オ
ー
プ
ン
Ａ

Ｐ
Ｉ
へ
の
転
換
）、
体
制
整
備
に
努

め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
附

則
11
条
）。

＊　

＊　

＊

先
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
改
正
法
令
の
特
徴
は
、

利
用
者
保
護
を
確
保
し
つ
つ
、
わ
が

国
に
お
い
て
金
融
機
関
と
フ
ィ
ン
テ

ッ
ク
企
業
等
と
が
連
携
・
協
働
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｉ
Ｔ
の
進
展
等
を

活
用
し
た
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
展
開
が

可
能
と
な
り
、
高
度
か
つ
利
便
性
の

高
い
金
融
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
者
に
確

保
さ
れ
る
状
況
の
実
現
を
法
制
度
に

よ
っ
て
後
押
し
し
よ
う
と
す
る
こ
と

に
あ
る
。
改
正
法
令
の
施
行
に
よ
り
、

こ
の
状
況
の
実
現
が
加
速
す
る
こ
と

を
祈
念
し
て
い
る
。

（
本
稿
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
に
つ
い

て
は
、
筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、

筆
者
の
属
す
る
組
織
の
公
的
な
見
解
を

示
す
も
の
で
は
な
い
。）
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